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(54)【発明の名称】 電界発光素子及び画像表示装置

(57)【要約】
【課題】  輝度の低下なく外光の反射による映り込みを
抑制し、全体の構成の自由度を増すこともでき、且つよ
り確実な反射防止効果を奏するように光吸収層を設けた
電界発光素子、及び該電界発光素子を備えた画像表示装
置を提供すること。
【解決手段】  基板（３１）上に、パターニングされた
複数の第１電極（３３）と発光層を含む有機物層（３
４）と第２電極（３５）とが少なくとも積層され、複数
の発光部を備えた電界発光素子であって、前記第１及び
第２電極は光透過性の電極であり、前記第１電極の前記
基板側の面に密着し、且つ複数の第１電極間部に跨って
配置された電気的絶縁物からなる光吸収層（３２）を有
していることを特徴とする電界発光素子。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板上に、パターニングされた複数の第
１電極と発光層を含む有機物層と第２電極とが少なくと
も積層され、複数の発光部を備えた電界発光素子であっ
て、
前記第１及び第２電極は光透過性の電極であり、
前記第１電極の前記基板側の面に密着し、且つ複数の第
１電極間部に跨って配置された電気的絶縁物からなる光
吸収層を有していることを特徴とする電界発光素子。
【請求項２】  前記第１電極が、ストライプ状の形状で
あることを特徴とする請求項１に記載の電界発光素子。
【請求項３】  前記第１電極が、基板上に配置されたト
ランジスタ素子の主電極に接続している画素電極である
ことを特徴とする請求項１に記載の電界発光素子。
【請求項４】  前記画素電極が前記トランジスタ素子の
上部に、且つ前記光吸収層を介して配置されていること
を特徴とする請求項３に記載の電界発光素子。
【請求項５】  前記画素電極が、前記光吸収層に設けら
れたコンタクトホールを介して、前記トランジスタ素子
の主電極に接続されていることを特徴とする請求項３に
記載の電界発光素子。
【請求項６】  前記光吸収層の前記第１電極側の界面の
凹凸の最大高さが、前記有機物層の膜厚の１／２以下で
あることを特徴とする請求項１から５のうちのいずれか
１項に記載の電界発光素子。
【請求項７】  前記光吸収層の膜厚が、前記有機物層の
膜厚の５倍以上であることを特徴とする請求項１から６
のうちのいずれか１項に記載の電界発光素子。
【請求項８】  前記光吸収層が、高分子物質に光吸収材
を分散させた材料で構成されたことを特徴とする請求項
１に記載の電界発光素子。
【請求項９】  前記光吸収材が無機材料であることを特
徴とする請求項８に記載の電界発光素子。
【請求項１０】  前記光吸収材が有機色素であることを
特徴とする請求項８に記載の電界発光素子。
【請求項１１】  請求項１に記載の電界発光素子と、該
素子に表示信号を送る駆動回路とを少なくとも備えたこ
とを特徴とする画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、フラットパネルデ
ィスプレイ等の画像表示装置、及び該画像表示装置等に
用いられる電界発光素子に関し、より詳しくは、表示画
像のコントラスト低下につながる外光反射の防止の技術
に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、フラットパネル対応の自発光型デ
バイスが注目されている。この自発光型デバイスとして
は、例えばプラズマ発光表示素子、フィールドエミッシ
ョン素子、エレクトロルミネッセンス素子（以下、「Ｅ
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Ｌ素子」と記す）が挙げられる。
【０００３】この中で、特に、有機ＥＬ素子に関して
は、１９８７年にＴ．Ｗ．Ｔａｎｇらにより蛍光性金属
キレート錯体とジアミン系分子の薄膜を積層した構造を
利用して、低電圧直流（ＤＣ）駆動で高輝度な発光が得
られることが実証され、研究開発が精力的に進められて
いる。これら低分子系の有機ＥＬ素子においては、緑
（Ｇ）単色や、青（Ｂ）、赤（Ｒ）等の色を加えたエリ
アカラータイプのディスプレイが製品化され、現在はフ
ルカラー化への開発が活発化している。
【０００４】有機ＥＬ素子を表示装置に用いる場合、寿
命や駆動するドライバの制約等の問題から、できるだけ
低電流、低電圧で駆動することが求められている。輝度
を低くする駆動法では、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）な
どのスイッチング素子を用いた駆動法が最適であると考
えられている。（特開平８－２４１０５７号公報、ＵＳ
Ｐ５７８６７９６号明細書）。
【０００５】有機ＥＬ素子は、発光層において電子と正
孔が再結合する際に生じる発光を利用した、キャリア注
入型の自発光デバイスである。次に一般的な有機ＥＬ素
子の構成例を示す。図１は従来の有機ＥＬ素子の断面を
表す概念図である。図１中、１１は金属電極、１２は発
光層、１３は透明電極、１４は透明基板である。
【０００６】通常、陰極にはアルミニウム等の仕事関数
の小さな金属が用いられ、陽極にはインジウム錫酸化物
（ＩＴＯ）等の仕事関数の大きな透明導電体が好ましく
用いられる。陽極にこのような材料を用いるのは、発光
層からの光を外部に取り出すためでもある。両電極間に
は有機化合物を含む発光層が挟持されている。各有機化
合物の層は数十ｎｍ程度の膜厚が一般的である。
【０００７】一般的な有機ＥＬ素子では、ガラス等の透
明基板１３上に、ＩＴＯ等の透明電極１３を作製し、そ
の上に有機物を含む発光層１２、陰極となる金属電極１
１を順次積層する。発光層１２からの光は透明基板１３
の方向から取り出される。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】この構成の有機ＥＬ素
子を用いて表示装置を製造する際に、ＴＦＴ等のスイッ
チング素子を駆動に用いる場合、透明基板上にスイッチ
ング素子を作製することになるため、画素開口率が低下
してしまうことが問題となる。
【０００９】そこで、金属電極１１の側にもスイッチン
グ素子を形成するための基板を配置する構成の有機ＥＬ
素子が提案されている。この構成の場合、スイッチング
素子や回路等は金属電極１１の側に設けるため、開口率
の制限なく設計でき、高効率、高画質のディスプレイを
作製することができる。
【００１０】ところが、上記のような構成の有機ＥＬ素
子においては、透明基板側からの外部入射光が金属電極
で全反射し、映り込みを起こすなどによってコントラス



(3) 特開２００３－１７２６４

10

20

30

40

50

3
ト低下などの問題が生じることがあった。
【００１１】これに対して、透明基板１３の外側表面に
１／４波長板及び直線偏光板（円偏光フィルタ）を設け
ることにより、外部光の反射は低減でき上記映り込みは
防止する発明が提案されている（特開平９－１２７８８
５号公報）。しかし、このように円偏光フィルタを用い
た場合には、発光層からの光のほぼ半分がフィルタを通
過できず、輝度が低下してしまう。
【００１２】また、陰極自体に反射防止層を設けるとい
う方法も提案されている（特開２０００－３１５５８２
号公報）。図２はこのような従来の有機ＥＬ素子の断面
を表す概念図である。図２において、図１と同じ符号は
同じ部材を指し、１５は反射防止層を表している。
【００１３】仕事関数の大小関係から陽極には透明導電
体を、陰極には金属を用いるのが好ましいため、このよ
うな反射防止層は上記図２に示す形態のように必然的に
陰極の発光層側に設けていた。このような構成では、上
記のように偏光フィルタによって輝度が低下することは
ないが、金属電極１１と発光層１２との間に反射防止層
１５を設けているため、金属電極１１から発光層１２へ
の電子注入を妨げないように仕事関数を考慮する必要が
あり、更には素子の導電性を阻害しない物質であること
も必要であって、材料に厳しい制限が加えられるという
問題があった。
【００１４】一方、ＵＳＰ５９８６４０１号明細書に
は、透明な電極で発光層を含む有機物層を挟んだ構造体
である透明有機ＥＬ層の外側に反射防止層を設けた構成
が開示されている。この中では、基板と上記透明有機Ｅ
Ｌ層との位置関係は、基板上に反射防止層を形成し、そ
の上に平坦化膜を挟んで透明有機ＥＬ層が積層された場
合と、透明な基板の透明有機ＥＬ層が形成された面とは
反対側の面に反射防止層を形成する場合との２つの例が
開示されている。
【００１５】しかしながら、本発明者らの検討により、
上記ＵＳＰ５９８６４０１号明細書に開示されている構
成に従って透明有機ＥＬ層と反射防止層との間に平坦化
膜やガラス基板を配置することにより、光の干渉が起こ
り、現実上反射防止の効果の低下につながる事が分かっ
た。
【００１６】本発明は上記課題に鑑みなされたものであ
り、輝度の低下なく外光の反射による映り込みを抑制
し、全体の構成の自由度を増すこともでき、且つより確
実な反射防止効果を奏するように光吸収層を設けた電界
発光素子、及び該電界発光素子を備えた画像表示装置を
提供することを目的とする。
【００１７】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
の発明は、基板上に、パターニングされた複数の第１電
極と発光層を含む有機物層と第２電極とが少なくとも積
層され、複数の発光部を備えた電界発光素子であって、
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前記第１及び第２電極は光透過性の電極であり、前記第
１電極の前記基板側の面に密着し、且つ複数の第１電極
間部に跨って配置された電気的絶縁物からなる光吸収層
を有していることを特徴とする電界発光素子である。
【００１８】上記本発明は、その好ましい態様として、
「前記第１電極が、ストライプ状の形状であること」、
「前記第１電極が、基板上に配置されたトランジスタ素
子の主電極に接続している画素電極であること」、「前
記画素電極が前記トランジスタ素子の上部に、且つ前記
光吸収層を介して配置されていること」、「前記画素電
極が、前記光吸収層に設けられたコンタクトホールを介
して、前記トランジスタ素子の主電極に接続されている
こと」、「前記光吸収層の前記第１電極側の界面の凹凸
の最大高さが、前記有機物層の膜厚の１／２以下である
こと」、「前記光吸収層の膜厚が、前記有機物層の膜厚
の５倍以上であること」、「前記光吸収層が、高分子物
質に光吸収材を分散させた材料で構成されたこと」、
「前記光吸収材が無機材料であること」、「前記光吸収
材が有機色素であること」、を含むものである。
【００１９】また本発明は、上記本発明の電界発光素子
と、該素子に表示信号を送る駆動回路とを少なくとも備
えたことを特徴とする画像表示装置をも含むものであ
る。
【００２０】
【発明の実施の形態】（単純マトリクス型発光素子）図
３は、本発明の電界発光素子の一実施形態である単純マ
トリックス型発光素子を表す概念図である。まず図３に
示す形態の説明とあわせて、本発明の特徴部分の説明を
行う。
【００２１】図３に示す電界発光素子は、基板３１上
に、表示領域全面に光吸収層３２を配置し、その上部に
はストライプ状にパターニングされた第１電極３３、そ
の上に発光層を含む有機物層３４、そして第１電極と直
交する方向にパターニングされた第２電極３５から構成
されている。
【００２２】前記第１電極と第２電極とは共に光透過性
を有する電極であって、有機物層３４に含まれる発光層
から出た光は、第２電極を通過して観察者側に出射され
る。好ましくは第２電極３５には光放射側に通常用いら
れるＩＴＯなどの透明導電体を用い、第１電極３３に
は、金属を用いることである。第１電極３３に金属を用
いる場合、厚すぎると光を反射してしまうため、光を透
過して反射しない程度の薄膜（３乃至１５ｎｍ程度）に
して用いる。但し、このように金属を３乃至１５ｎｍの
薄膜で電極として用いると抵抗が大きくなってしまうた
め、さらに好ましくは第１電極の構造を、有機物層側の
金属薄膜層と第１基板側の透明導電体層とを少なくとも
有する２層以上からなる構造とし、第１電極の抵抗値を
なるべく低く保つことである。この透明導電体層には、
導電性があり、光を透過するような材質、例えばＩＴＯ
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やタンタルオキサイド等が使用できる。
【００２３】本発明における光吸収層３２は、第１電極
３３の基板３１側の面に密着し、且つ複数の第１電極３
３の間に跨って配置された電気的絶縁物からなる、光を
吸収する部分である。後述の実施例及び比較例の検討結
果からも分かるように、光吸収層が第１電極に密着して
いることにより、光反射の抑制効果が高くなる。これは
異なる材料による積層膜の数が増えると、膜界面の屈折
率差による反射光が発生しやすいためと考えられる。
【００２４】また、複数の第１電極間に跨って配置され
る関係上、本発明の光吸収層自体が電気的に絶縁性であ
ることが要求される。
【００２５】本発明で用いられる光吸収層３２には、例
えばグラファイトやカーボンブラック等の無機材料、銅
フタロシアニンやアニリンブラック等の有機色素、又は
黒色酸化鉄、酸化コバルト、酸化ニッケル等の無機顔料
といった、外部からの光を吸収する光吸収材を含んだ層
が使用できる。具体的な構成としては、例えば、これら
の光吸収材をポリイミド等の絶縁性の高分子物質に分散
させた材料で構成し、該材料を積層する等がある。上記
のような無機顔料は、可視光域で幅広い波長を吸収し効
果的である。また、上記のような有機色素を用いると、
分散性がよく製造が容易であるなどの利点がある。
【００２６】なお、本発明のような構成で光吸収層を設
けた場合、光吸収層と第１電極との界面の平坦性が悪い
と、有機物層の中に於ける第１電極と第２電極とのショ
ートや、素子の製造歩留まり低下等につながる。そのた
め、光吸収層の平坦性は、光吸収層の第１電極側の界面
の凹凸の最大高さが、有機物層の膜厚の１／２以下であ
ることが好ましい。そして、光吸収材として粒子状物質
を用いる場合には、光吸収層と第１電極との界面の平坦
性を良好に保つために、０．２μｍ以下の粒径のものを
用いることが好ましい。
【００２７】また、光吸収層の膜厚が、前記有機物層の
膜厚の５倍以上であることが好ましい。これは、光を十
分吸収するのに有効であるだけでなく、光吸収層の表面
の平坦性も良くなるためである。また、後に詳述するよ
うに、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を利用したアクティ
ブマトリクス型の電界発光素子とする場合に、光吸収層
を介して電極を配置することにより形成した容量をメモ
リ容量として利用する形態が好ましい形態の一つとして
挙げることができ、この光吸収層の膜厚によってメモリ
容量が決まることになる。このとき、この容量が大きす
ぎると走査信号ドライバの負荷が大きくなるため、光吸
収層の膜厚を有機物層の膜厚の５倍以上にしておくこと
により電気容量を小さくするという効果も有効となる。
【００２８】本発明に用いられる第１電極、第２電極と
しては、一般にデバイスの電極構成に用いられている導
電性材料が好ましく用いられ、陽極にはＩＴＯ、酸化イ
ンジウム、酸化スズ、Ｃｄ

2
ＳｎＯ

4
、酸化亜鉛、ヨウ化*

6
*銅、金、白金などが挙げられ、陰極にはアルカリ金属、
アルカリ土類金属及びその合金であるナトリウム、カリ
ウム、マグネシウム、リチウム、ナトリウム・カリウム
合金、マグネシウム・インジウム合金、マグネシウム・
銀合金、アルミニウム、アルミニウム・リチウム合金、
アルミニウム・銅合金、アルミニウム・銅・シリコン合
金などが挙げられる。
【００２９】本発明の電界発光素子の発光層には、従来
有機ＥＬ素子で用いられていた発光材料が好ましく用い
られる。具体的には、例えば、電子輸送性と発光特性を
有するアルミキノリノール錯体誘導体（代表的には、下
記に示すＡｌｑ

3
）が好ましく用いられる。

【００３０】
【化１】

【００３１】また、有機物層３４は複数層でもよく、正
孔輸送層や電子輸送層を伴う構成も考えられる。
【００３２】本発明の電界発光素子に用いられる、正孔
輸送層材料としては、具体的には、下記の化合物が好ま
しく用いられる。
【００３３】
【化２】

１－ＴＡＮＴＡ：４，４’，４”－トリス（１－ナフチ
ルフェニルアミノ）トリフェニルアミン
２－ＴＡＮＴＡ：４，４’，４”－トリス（２－ナフチ
ルフェニルアミノ）トリフェニルアミン
ＴＣＴＡ：４，４’，４”－トリス（Ｎ－カルバゾイ
ル）トリフェニルアミン
ｐ－ＤＰＡ－ＴＤＡＢ：１，３，５－トリス［Ｎ－（４
－ジフェニルアミノフェニル）フェニルアミノ］ベンゼ
ン
ＴＤＡＢ：１，３，５－トリス（ジフェニルアミノ）ベ
ンゼン
ＴＤＴＡ：４，４’，４”－トリス（ジフェニルアミ
ノ）トリフェニルアミン
ＴＤＡＰＢ：１，３，５－トリス［（ジフェニルアミ
ノ）フェニル］ベンゼン
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7
【００３４】また、本発明の電界発光素子に用いられ
る、電子輸送材料としては以下の化合物が挙げられる。
ＢｅＢｑ：ビス（ベンゾキノリノラト）ベリリウム錯体
ＤＴＶＢｉ：４，４’－ビス－（２，２－ジ－ｐ－トリ
ル－ビニル）－ビフェニル
Ｅｕ（ＤＢＭ）３（Ｐｈｅｎ）：トリス（１，３－ジフ
ェニル－１，３－プロパンジオノ）（モノフェナントロ
リン）Ｅｕ（ＩＩＩ）
【００３５】さらに上記化合物以外に、ジフェニルエチ
レン誘導体、トリフェニルアミン誘導体、ジアミノカル
バゾール誘導体、ビススチリル誘導体、ベンゾチアゾー
ル誘導体、ベンゾオキサゾール誘導体、芳香性ジアミン
誘導体、キナクリドン系化合物、ペリレン系化合物、オ
キサジアゾール誘導体、クマリン系化合物、アントラキ
ノン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体（ＤＰＶＢ
ｉ）、オリゴチオフェン誘導体（ＢＭＡ－３Ｔ）などが
挙げられる。これらの材料は、真空蒸着法によってアモ
ルファス状態で好ましく積層される。
【００３６】
【実施例】《実施例１》
（単純マトリクス型電界発光素子）図３に従って、本発
明の単純マトリクス型の電界発光素子の作成方法を簡単
に説明する。
【００３７】東レ社製ポリイミド溶液（商品名  セミコ
ファイン  Ｌ５２型）１００ｇに、商品名「カーボンブ
ラック＃５Ｂ」（三菱化成工業株式会社製）１０ｇを撹
拌下に加えて混合後、実験室用三本ロールミル（小平製
作所製）にて、カーボンブラック粒径が０．２μｍ以下
となるまで粉砕して分散した。十分に混合後、溶液を真
空容器中で脱泡してから、厚さ１．１ｍｍの無アルカリ
ガラス基板上に、毎分１５００回転でスピンナー法によ
り塗付した。その後２５０℃で１時間焼成した。別途測
定した膜厚は２μｍであって、肉眼では黒色の塗膜であ
った。
【００３８】透明導電膜ＩＴＯをスパッタ法により７０
ｎｍ厚で成膜した後、幅１５０μｍ、ライン間隔１５μ
ｍでストライプ状の第１電極を形成した。この上に各色
画素に相当する位置に下記構成の材料を真空度１０-4Ｐ
ａでマスク蒸着して、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ３色の発光材料
を構成した。
【００３９】各色の有機物層の構成と膜厚は以下の通り
である。
【００４０】Ｒ：αＮＰＤ（５０ｎｍ）／Ａｌｑに対し
ＤＣＭ２を０．５ｍｏｌ％の濃度で共蒸着  （５０ｎ
ｍ）
Ｇ：αＮＰＤ（５０ｎｍ）／Ａｌｑ（５０ｎｍ）
Ｂ：αＮＰＤ（５０ｎｍ）／ＢＣＰ（１０ｎｍ）／Ａｌ
ｑ（５０ｎｍ）
【００４１】ここでＤＣＭは
４－（Ｄｉｃｙａｎｏｍｅｔｈｙｌｅｎｅ）－２－ｍｅ

8
ｔｈｙｌ－６－（４－ｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｏｓｔ
ｙｒｙｌ）－４Ｈ－ｐｙｒａｎ
【００４２】
【化３】

である。
【００４３】さらにこの上部に第２電極として、Ａｌ－
Ｌｉを１ｎｍ、ＩＴＯを１００ｎｍを成膜し、第１電極
と同じ幅と間隔で、且つ直交する方向にストライプ状に
パターニングした。
【００４４】（画像表示装置）駆動回路として、Ｘ方向
配線の端部には、単純マトリクスの走査信号ドライバを
接続し、Ｙ方向ドライバには情報信号ドライバを接続
し、本画像表示装置を窒素置換したガラス製のチャンバ
ーに入れて、選択画素に１３ボルトの電圧が印加された
ときにそれぞれの色で発光が起きた。
【００４５】観察者方向から見た本実施例の電界発光素
子の背景色は完全に黒色であり、この状態の光の反射率
を以下の方法で測定した。トプコン社製の輝度計（型名
  ＢＭ７）を用いて、事務室内の標準環境（室内照度は
１０００ルクス）に於いて反射輝度を測定した。このと
きの、同様に作成した光吸収層がない電界発光素子（第
１比較素子と呼ぶ）の反射輝度を１００％としたとき、
本実施例の電界発光素子の反射輝度は２０％であった。
【００４６】また本実施例のストライプ電極間の間隔は
１５μｍであるが、画素間の抵抗値を測定したところ１
０8Ω以上あり、十分な絶縁性を示していた。さらに電
極間にも上記光吸収層があるために、電界発光素子全体
に渡り黒色を呈していた。
【００４７】《比較例１》光吸収層の上部に前記ポリイ
ミド溶液（光吸収材は含まない）を薄めて１００ｎｍ厚
の絶縁膜を形成した以外は実施例１と同様にして、電界
発光素子を作成した。
【００４８】このとき、上記実施例１に記載の第１比較
素子の反射輝度を１００％としたときに、本比較例の電
界発光素子の反射輝度は４０％であり、より反射輝度が
大きくなっていた。これは異なる材料による積層膜の数
が増えると、膜界面の屈折率差による反射光が発生しや
すいためと考えられる。
【００４９】このように、本発明のように光吸収層が第
１電極に密着していることにより、光反射の抑制効果が
高くなることが分かる。
【００５０】《実施例２》
（アクティブマトリクス型画像表示装置）以下に図４～
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図６を用いて、本発明の画像表示装置の一例としてのア
クティブマトリクス型の画像表示装置を説明する。
【００５１】図４は本発明の画像表示装置の一実施形態
の平面配置図であり、本形態は薄膜トランジスタを用い
たアクティブマトリクス型の画像表示装置である。
【００５２】ＸＹマトリクス状に配置された複数の発光
部４４を備えた電界発光素子に、Ｘ方向には薄膜トラン
ジスタのゲート線を配置し、その端部に走査信号ドライ
バ４１を接続する。Ｙ方向には信号線を配置し、その端
部に情報信号ドライバ４２を接続する。またＸ方向には
電流供給回路４３を接続し、走査信号ドライバ４１と情
報信号ドライバ４２のタイミングにより、各発光部４４
に電流を流して発光させる。図４の形態においては、符
号４１～４３にて示したドライバが駆動回路に対応す
る。
【００５３】図５は本発明の電界発光素子の断面図であ
り、以下に作成法を説明する。図５において、５０はゲ
ート絶縁膜、５１は層間絶縁膜、５２は光吸収層、５３
は第１電極、５４は発光層を含む有機物層、５５は第２
電極である。
【００５４】１．１ｍｍ厚の無アルカリガラス基板上に
ＣＶＤ法によりアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）膜を
４０ｎｍ成膜し、トランジスタの作成領域のみ残してパ
ターニングした。さらにレーザーアニールによってポリ
シリコン（ｐ－Ｓｉ）膜を得た後、定法に従ってイオン
打ち込み法によってソース／ドレイン領域を形成した。
この上に、ゲート絶縁膜５０としてＳｉＮ膜１００ｎｍ
をＣＶＤ法によって形成した。このゲート絶縁膜５０に
対して一部コンタクトホールを作り、アルミニウム５０
０ｎｍをスパッタして、ゲート電極とメモリ容量用の一
方の電極を兼ねる電流供給線用の電極を形成し、図中の
ｐ－ＳｉＴＦＴ１とｐ－ＳｉＴＦＴ２を得た。
【００５５】さらに層間絶縁膜として、東レ社製ポリイ
ミド（型名  セミコファインＬＰ５２）を毎分１５００
回転でスピンナー塗付し、２３０℃で１時間焼成後、
１．５μｍ積層した。ソース／ドレイン領域にコンタク
トホールを開けて、この上にアルミニウムを６００ｎｍ
スパッタ法にて積層し、ソース／ドレイン電極、及びメ
モリ容量の他方の電極を形成した。
【００５６】さらに本発明の光吸収層５２を前記実施例
１の単純マトリクス型の電界発光素子と同様の工程に
て、上記東レ社製ポリイミド溶液にカーボンブラックを
１０重量％混合した液を塗付し、焼成して肉眼では黒色
の塗膜を得た。この平坦性を触針式の段差計（日本真空
（株）製、タリステップ）で測定したところ、表面の凹
凸の最大高さは２５ｎｍであって、得られた光吸収層の
平坦性は十分なものであった。この平坦性は、発光層を
含む有機物層の膜厚の１／２以下であることが望まし
く、これを超えると有機物層の中に於いて第１電極と第
２電極のショートが起こりやすくなったり、電界発光素

10
子の製造歩留まりの低下等にもつながる。
【００５７】その後、光吸収層５２のうち、トランジス
タの２つの主電極のうちの１つとしてのドレイン電極上
の部分にコンタクトホールを開けて、ドレイン電極につ
ながる画素電極（第１電極５３）となる透明電極を厚さ
７０ｎｍで配置し、所定のサイズにパターニングした。
【００５８】さらに同様の工程で、電流供給線と接地線
をゲート線に沿って形成した。
【００５９】この上に実施例１と同様に、各色画素に相
当する位置に下記構成の材料を真空度１０-4Ｐａでマス
ク蒸着して、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ３色の発光材料を構成
し、発光層を含む有機物層５４とした。
【００６０】さらに第２電極５５としてＡｌ－Ｌｉを１
ｎｍ、ＩＴＯを１００ｎｍを成膜し、各画素に従ってパ
ターニングした。
【００６１】このゲート線には図４に示す走査信号ドラ
イバを、情報信号線には情報信号ドライバを、さらに電
流供給線には電流供給回路などの外部取り出し電極を接
続後、ガラス製の窒素チャンバー内で発光させた。
【００６２】図６は本発明の画像表示装置の一画素当た
りの等価回路の一例を表す図である。この図６におい
て、１０１は有機ＥＬ素子で図４の発光部４４や図５の
符号５３～５５の部材で構成される構造体に相当し、１
０２、１０３はＴＦＴで図５のＴＦＴ１及びＴＦＴ２に
相当し、１０７は走査線で図５のゲート電極Ｇ１につな
がる配線に相当し、１０８は情報信号線で図５のソース
電極Ｓ１につながる配線に相当し、１０９は電流供給線
で図５のソース電極Ｓ２につながる配線に相当し、１１
０は接地電位、１１１はコンデンサを用いたメモリ容量
である。
【００６３】この駆動回路の動作を以下に説明する。走
査線１０７によってＴＦＴ１０２がオン状態となると信
号線１０８からの映像データ電圧が１１１のメモリ容量
に蓄積され、走査線１０７がオフしてＴＦＴ１０２がオ
フ状態になっても、ＴＦＴ１０３のゲート電極には前記
電圧が印加され続ける為、ＴＦＴ１０３はオン状態を続
ける。
【００６４】一方ＴＦＴ１０３はソース電極が電源線１
０９と接続され、ドレイン電極が発光素子に接続されて
おり、ゲート電極にはＴＦＴ１０２のドレイン電極が接
続され映像データ電圧が入力される。主電極間（ソース
－ドレイン電極間）を流れる電流量は前記映像データ電
圧によって制御されている。このとき有機ＥＬ素子１０
１は電源線１０９と接地電位１１０間に配置され、前記
電流量に応じて発光する。
【００６５】《比較例２》上記光吸収層の代わりに、カ
ーボンブラックを混合しない透明な前記ポリイミド溶液
を、同じ膜厚になるように塗付した他は、実施例２と同
様にして画像表示装置を形成した。
【００６６】これら実施例２と比較例２とを元に、本発
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明の光吸収層の効果を次のような手法で求めた。
【００６７】トプコン社製の輝度計（型名  ＢＭ７）を
用いて、事務室内の標準環境に於いて反射輝度を測定し
た。
【００６８】このときの室内照度は１０００ルクスで測
定したが、上記比較例２の電界発光素子の反射輝度を１
００％としたとき、実施例２の電界発光素子の反射輝度
は非発光時において２０％であり、十分低い値であっ
た。
【００６９】《実施例３》本発明の電界発光素子の光吸
収層を得るために、他の材料を検討した例を示す。
【００７０】実験方法は、実施例１と同様にして、ポリ
イミド溶液に表１に示す２種類の光吸収材を５重量％を
混合し、前記３本ロールミルで混合した後、溶液を真空
脱泡して基板上にスピンナーで塗付した。これらの反射
輝度を実施例１と同様の方法により測定した結果も表１
に示す。反射輝度は、実施例１の第１比較素子の反射輝
度を１００％とした場合の数値である。
【００７１】
【表１】

【００７２】これらの結果から、本発明の高分子材料に
分散可能な光吸収材としては、カーボンブラックやグラ
ファイトなどの一般的な黒色材料が用いられるだけでな
く、黒色酸化鉄などの無機顔料も効果的である。無機顔
料については上記のほか、酸化コバルト・酸化ニッケル
等を用いても、可視光域で幅広い波長を吸収し効果的で
ある。
【００７３】また銅フタロシアニン等の有機色素を用い
た場合には、ポリイミド溶液に対する分散性が良くて、
得られた光吸収層の平坦性がより良く好ましい。有機色
素をとしては上記以外に、アニリンブラック等を用いる
ことができる。これらの有機色素を用いると、分散性が
よく製造が容易であるなどの利点がある。
【００７４】《実施例４》本例においては、まず実施例
２と同様な方法で薄膜トランジスタ基板（図５におい
て、符号５２～５５にあたる光吸収層から上の層を除い
た基板）を用意し、これに光吸収層５２から有機物層５
４までの層を形成した第１の基板を作成した後、第２電
極を備えた第２の基板を対抗配置する方法で、アクティ
ブマトリクス型の電界発光素子を作製した。本例は基本
的には実施例２とほぼ同様の構成であるが、第２電極が
透明な第２の基板に予め成膜されていて、これら２つの
基板を、液晶型の導電材を挟んで配置したことが特徴で
ある。
【００７５】〔ＴＦＴ基板（第１の基板）側の構成〕
銅フタロシアニン（２００ｎｍ）／ＩＴＯ（５０ｎｍ）*
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*／Ａｌ・Ｌｉ合金（５ｎｍ）／Ａｌｑ３（２０ｎｍ）／
α－ＮＰＤ（６０ｎｍ）
【００７６】〔対向基板（第２の基板）の構成〕
ＩＴＯ（７０ｎｍ）／ＨＨＯＴ（５００ｎｍ）
【００７７】〔ＴＦＴ基板（第１の基板）の作製〕図５
に示す断面構造と同様な薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）及
び該素子をマトリクス駆動する配線を備えた、第１の基
板を構成する厚さ１．１ｍｍの薄膜トランジスタ基板
（表面凹凸は±２ｎｍ）上に、銅フタロシアニンを光吸
収層として、膜厚５１０ｎｍ、真空度２．６６×１０-3

Ｐａの条件下で真空蒸着法にて成膜した。その上に第１
電極（画素電極）の基板側の層である透明導電体層とし
て５０ｎｍのＩＴＯ膜をスパッタ法によって形成し、さ
らに、第１電極（画素電極）の有機物層側の層として、
画素毎にＡｌ・Ｌｉ合金（Ｌｉ：１．３重量％）を膜厚
５ｎｍ、真空度２．６６×１０-3Ｐａの条件下で真空蒸
着法にて成膜した。
【００７８】次に、第１電極上に発光層として、Ａｌｑ
３を厚さ２０ｎｍ、真空度２．６６×１０-3Ｐａの条件
下で真空蒸着法にて成膜し、さらにその上にα－ＮＰＤ
（同仁化学社製）を厚さ６０ｎｍ、真空度２．６６×１
０-3Ｐａの条件下で真空蒸着法にて成膜した。
【００７９】〔対向基板（第２の基板）の作製〕第２の
基板を構成する厚さ１．１ｍｍのガラス基板上に第２電
極として厚さ約７０ｎｍのＩＴＯ膜をスパッタ法にて形
成した。
【００８０】上記第２電極上に、ヘキサキスヘキシロキ
シトリフェニレン（ＨＨＯＴ）を厚さ５００ｎｍ、真空
度２．６６×１０-3Ｐａの条件下で真空蒸着法にて成膜
した。ＨＨＯＴ層の形成は、ＨＨＯＴをクロロホルム溶
液としてスピンコート法を用いて厚さ５００ｎｍとなる
ように調製し、１００℃で乾燥するなどでも可能であ
る。
【００８１】ＨＨＯＴの構造及び相転移系列を下記に示
す。
【００８２】
【化４】

相転移温度（℃）：
Ｃｒｙ．→Ｄ

hd
（６８．４℃）

Ｄ
hd
→Ｉ

so
．（９８．９℃）

Ｃｒｙ．：結晶相
Ｄ
hd
：ディスコティック・ヘキサゴナル・ディスオーダ

ード相
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Ｉ

so
．：等方性液体相

【００８３】〔電界発光素子の作製〕上記第２の基板の
表示領域の外側にシール材を塗布し、該第２の基板のみ
ＨＨＯＴが液体相となる温度まで加熱し、減圧下で第１
の基板のα－ＮＰＤ層と密着させた。さらに、ＵＶ光に
よりシール材を硬化させて本実施例の電界発光素子を得
た。
【００８４】本例にて作成した電界発光素子は１００×
１００画素を有し、モノクロの画像が表示できることを
確認した。
【００８５】この構成の有利な点は、第２電極が第２の
基板に配置されているために、発光層を含む有機物層の
上に直接スパッタ法などで第２電極を形成することがな
く、有機物層のダメージが少ないことが挙げられる。
【００８６】《比較例３》比較例としては、光吸収層お
よび透明導電体層を形成せず、第１電極としてＡｌ－Ｌ
ｉ層の膜厚を３０ｎｍにした以外は実施例４と同様の電
界発光素子を作製した。
【００８７】上記実施例４で得られた素子と上記比較例
３で得られた素子に周辺駆動回路を接続して画像表示装
置を作製し、ソース電位を９～１２Ｖに設定してマトリ
クス駆動して評価した。４０Ｗの蛍光灯を４本点灯さ
せ、その２ｍ下方で映り込みを５人の観察者が観察し
た。また、同様の環境下で発光部と非発光部のコントラ
ストを測定した。
【００８８】その結果、比較例３の画像表示装置は、５
人の観察者全員が映り込みがあること認めたが、この実
施例４の画像表示装置では、５人の観察者全員が映り込
みがないと判断した。また、発光部と非発光部のコント
ラストを測定したところ、比較例３の画像表示装置が
４：１だったのに対し、実施例４の画像表示装置は４
３：１となった。
【００８９】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の電界発光
素子は、輝度の低下なく外光の反射による映り込みを抑
制し、しかも光吸収層の構成の自由度を著しく増すこと
が可能となるのみならず、より確実な反射防止効果を奏
するものである。
【００９０】また、第１の基板側の画素電極の下側に駆
動のためのスイッチング素子や回路等の構成を組み込む
ことができ、光取り出しの開口率の制限がなくなり、発
光効率が上昇する。また、第２の基板を用いる本発明の
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電界発光素子は、上記のような本発明の効果によって、
映り込みが少なく、耐衝撃性、安定性、耐久性の高い、
高品質な画像表示装置の提供を可能とする。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の有機ＥＬ素子の断面を表す概念図であ
る。
【図２】従来の有機ＥＬ素子の断面を表す概念図であ
る。
【図３】本発明の電界発光素子の一実施形態の斜視部分
断面図を表す概念図である。
【図４】本発明の画像表示装置の一実施形態の平面配置
図である。
【図５】本発明の電界発光素子の一実施形態の断面を表
す模式図である。
【図６】本発明の画像表示装置の一画素当たりの等価回
路の一例を表す図である。
【符号の説明】
１１  金属電極
１２  発光層
１３  透明電極
１４  透明基板
１５  光吸収層
３１  基板
３２  光吸収層
３３  第１電極
３４  発光層を含む有機物層
３５  第２電極
４１  走査信号ドライバ
４２  情報信号ドライバ
４３  電流供給回路
４４  発光部
５０  ゲート絶縁膜
５１  層間絶縁膜
５２  光吸収層
５３  第１電極
５４  発光層を含む有機物層
５５  第２電極
Ｇ１，Ｇ２  ゲート電極
Ｓ１，Ｓ２  ソース電極
Ｄ１，Ｄ２  ドレイン電極
ＣＨ  コンタクトホール
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